
今月の予定です

７月４日 (日 )
DVD視聴と意見交換

二人の生き方に感動！　”みた目とみる目” ”テレビで会えない芸人”

13:30～16:40

南地域九条の会

「野田・九条の会」ホームページもご覧ください。
art9noda.html.xdomain.jp

８月１日 (日 )

13:30～15:30

  野田・九条の会 
７月例会

南地域九条の会南部梅郷公民館

_皆さん 気軽に参加ください _

　意見交換「仕組みが格差を発生させる」　

総合福祉会館 第１会議室 野田・九条の会

13:30～16:00

住井すゑ著　今井 正監督作品「橋のない川」第２部

私たちの憲法シリーズ

　　憲法を守る義務は誰にあるかは９９条に書かれていますが
「国民」は記されていません。しかし国民が守るべき「三大義  
  務」はあるともいわれます。まずは２６条です。

　○ 勤労の義務（２７条）は働けるのに働こうともしないで、助
　けてくれと国に求めるのはおかしく、憲法はしかるべき範囲に
　限定しますよといっていて、決して国のために働けということ
　ではありません。
　○ 納税の義務（３０条）は国の存在を前提にして生活をしている
　以上、それを動かすコストが必要となります。税金として徴収され
　ますが、所得の再配分をおこなうことを前提としています。

国民には憲法を守る三大義務がある？≡≡

　子供の学習権を保障し、主権者としてまた豊かな人生を送れるよ
う学び成長する権利が子どもにあるとしています。親は、教育を受
けさせることが子どもに対して義務があるということです。

≡≡

○ 日本国憲法第２６条
　１ すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひと
　　 しく教育を受ける権利を有する。
　２ すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通
　　  教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

７月１０日 (土 )

13:30～16:30
DVD視聴と
意見交換

南部梅郷公民館

　テレトーク
Google meet

７月１９日 (月 )
ちょっと硬派な
「おしゃべりカフェ」
PCまたスマホで話そう。

《PC, スマホでの申込み先》
n.katagiri88@gmail.com

（片桐 )
野田・九条の会

今月の9の日行動は中止します。
野田・九条の会

９の日
行 動

☀ ⛱




